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第１ 

任免及び人数に関する状況 

 

１ 職員の採用の状況（平成27年４月１日）                  （単位：人） 

区  分 
試 験 の 種 類 

選 考 合 計 
上 級 中 級 初 級 

一 般 職 23 ７ 17 － 47 

 事 務 職 23 － 17 － 40 

技 術 職 － ７ － － ７ 

技 能 職 － － ４ － ４ 

 

２ 再任用職員の採用の状況（平成27年度）     （単位：人） 

区  分 常時勤務 
短時間 

合 計 
勤 務 

一 般 職 ２ 15 17 

 事 務 職 ２ 13 15 

技 術 職 － ２ ２ 

技 能 職 ２ ３ ５ 

 備考 (1)  地方公務員法（昭和25年法律第2 6 1号）第28条の４第１項、第28条の５第１項又は

第28条の６第１項若しくは第２項の規定に基づき、任命権者が再任用した職員数の状

況である。 

    (2)  再任用の期間を更新した場合にも、採用として数に計上している。 

 

３ 退職の状況（平成26年度）                        （単位：人） 

定 年 

退 職 

勧 奨 

退 職 

その他 

合 計 普 通 

退 職 

分 限 

退 職 

懲 戒 

免 職 
失 職 

死 亡 

退 職 

再任用後

の離職者 

22 ４ 10 － － － ２ ５ 43 

 備考 表中に掲げる用語の意義は次のとおりである。 

    (1)  定年退職 地方公務員法第28条の２第１項の規定による離職及び同法第28条の３第

１項の規定による勤務延長後の離職 

    (2)  勧奨退職 任命権者が行う退職勧奨に応じた退職 

    (3)  普通退職 自己都合による退職 

    (4)  分限免職 地方公務員法第28条第１項の規定による退職 

    (5)  懲戒免職 地方公務員法第29条の規定による免職 

    (6)  失  職 地方公務員法第28条第４項の規定による失職 
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    (7)  再任用後の離職者 地方公務員法第28条の４、第28条の５又は第28条の６の規定に

基づき再任用され、定められた任期が満了したことによる退職 

 

４ 職員数の状況 

(1) 部門別職員数（各年４月１日現在）                   （単位：人） 

      区 分 

部 門 

職  員  数 対 前 年 

増 減 数 
主 な 増 減 理 由            

平成26年 平成27年 

普 

通 

会 

計 

部 

門 

一
般
行
政
部
門 

議会 

総務 

税務 

労働 

農林水産 

商工 

土木 

民生 

衛生 

7( ) 

118(6) 

50(2) 

2( ) 

32( ) 

24( ) 

43(2) 

135( ) 

46(1) 

7( ) 

134(6) 

49(1) 

2( ) 

32(1) 

23( ) 

46(2) 

143(1) 

44(2) 

(  ) 

16(  ) 

-1(-1) 

 (  ) 

( 1) 

-1(  ) 

3(  ) 

8( 1) 

-2( 1) 

 

国体・国勢調査・選挙事務等の増 

派遣職員引き揚げ後の配置転換による減 

 

 

商業計画策定等終了による減 

建築技師の補充、道路管理業務の増 

保育・包括支援業務の増 

業務量の精査等による減 

計 457(11) 480(13) 23( 2)  

 教育部門 136(2) 134(4) -2( 2) 幼稚園業務量精査による減 

 消防部門        

小   計 593(13) 614(17) 21( 4)  

公
営
企
業
等

会
計
部
門 

水 道 

下水道 

その他 

1( ) 

14(1) 

23( ) 

1( ) 

14(2) 

23( ) 

(  ) 

( 1) 

(  ) 

 

 

小   計 38(1) 38(2) ( 1)  

合  計 631(14) 652(19) 21( 5)  

 備考 ( )内は再任用短時間勤務職員であり、外書きである。 

 

(2) 一般行政職級別職員数（平成27年４月１日現在）       （単位：人） 

区分 標準的な職 職員数 構成比 前年構成比 H22.4.1構成比 

１級 主事・技師 45  11.5  10.9  5.8  

２級 主査 62  15.9  12.2  5.5  

３級 主任 105  26.9  30.1  36.3  

４級 係長 81  20.7  21.3  25.5  

５級 課長補佐 51  13.0  13.0  13.9  

６級 課長 34  8.7  9.3  10.0  

７級 部長 13  3.3  3.2  3.0  

      計 391  100    100    100    

 備考 再任用職員は除く。 
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(3) 技能労務職級別職員数（平成27年４月１日現在）       （単位：人） 

区分 職員数 構成比 前年構成比 H22.4.1構成比 

１級 5  7.8  6.2  1.5  

２級 7  10.9  7.8  1.5  

３級 2  3.1  7.8  13.4  

４級 4  6.3  6.3  11.9  

５級 46  71.9  71.9  71.7  

    計 64  100  100  100  

備考 再任用職員は除く。 

 

(4) 年齢別職員構成の状況（平成27年４月１日現在） 

 

区 分 

20歳 

 

未満 

20歳 

～  

23歳 

24歳 

～  

27歳 

28歳 

～  

31歳 

32歳 
～  

35歳 

36歳 

～  

39歳 

40歳 

～  

43歳 

44歳 

～  

47歳 

48歳 

～  

51歳 

52歳 

～  

55歳 

56歳 

～  

59歳 

60歳 

 

以上 

 

計 

 
職員数 

人 
5 

人 
39  

人 
93  

人 
78 

人 
85  

人 
78   

人 
49  

人 
64   

人 
54  

人 
39   

人 
64  

人 
 4 

人 
652  

 

(5) 職員数の推移（各年４月１日現在）                   （単位：人） 

年度 3 21 22 23 24 25 26 27 合計 

職員数 822  639  636 636 634 640 631 652  

前年比 (△157) △26 △ 3 0 △ 2   6  △ 9    21 △170 

 備考 (  )内は平成３～20年度の定員減の数値 
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第２ 

給与の状況 

 

１ 人件費の状況（普通会計決算） 

区  分 
住民基本台帳人口 

     （人） 

歳出総額 A 

  （千円） 

実質収支 

  （千円） 

人件費 B 

  （千円） 

人件費率 

B/A（％） 

平成26年度 

93,524 

(93,148) 

（H27.3.31現在） 

39,374,781   633,447 4,857,348 12.3 

平成25年度 

93,594 

(93,200) 

（H26.3.31現在） 

38,839,876   769,698 4,875,683 12.6 

 備考 住民基本台帳人口には外国人を含む。(  )内は日本人の人数である。 

 

 

２ 職員給与費の状況（普通会計決算） 

区  分 
職員数 

［Ａ］ 

給   与   費 一人当たりの 

給与費 

［Ｂ/Ａ］ 給 料 職員手当 
期末・勤勉

手当 
計［Ｂ］ 

平成26年度 

人 

592 

   千円 

2,094,545 

千円 

355,977 

千円 

725,871 

千円 

3,176,393 

千円 

5,366 

 備考 (1) 職員手当には退職手当を含まない。 

    (2) 職員数は、平成26年４月１日現在の人数である。 

 

 

３ ラスパイレス指数の状況（各年４月１日現在） 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

90.0

95.0

100.0

北上市 類似団体平均 全国市平均

95.0

97.7

98.8

95.2

97.9

98.8

97.5
97.8

98.5

97.8 97.9

98.6

(H23.4.1)

(H24.4.1)

(H25.4.1)

(H26.4.1)
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（注）１ ラスパイレス指数とは、全地方公共団体の一般行政職の給料月額を同一の基準で比較

するため、国の職員数（構成）を用いて、学歴や経験年数の差による影響を補正し、国

の行政職俸給表（一）適用職員の俸給月額を 100として計算した指数。 

２ 類似団体平均とは、人口規模、産業構造が類似している団体のラスパイレス指数を単

純平均したものである。北上市の類似団体には、宮城県栗原市、秋田県横手市、山形県

米沢市等、全国で 196団体が該当する。 

３ 平成 24年及び平成 25年は、国家公務員の時限的な（２年間）給与改定・臨時特例法

による給与減額措置が無いとした場合の値である。 

 

４ 職員の平均給料月額、平均給与月額及び平均年齢の状況（平成27年４月１日現在） 

(1) 一般行政職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額

（国ベース） 

北上市 39.3歳 303,481円 367,795円 329,175円 

国 43.5歳 334,283円 ― 408,996円 

 

(2) 技能労務職 

区分 平均年齢 平均給料月額 平均給与月額 
平均給与月額

（国ベース） 

北上市 44.1歳 301,635円 327,514円 318,937円 

国 50.2歳 289,141円 ― 328,318円 

 備考 (1) 表中「平均給料月額」とは、平成27年４月１日現在における各職種ごとの職員の基本

給の平均である。 

    (2) 表中「平均給与月額」とは、給料月額と毎月支払われる扶養手当、地域手当、住居手

当、時間外勤務手当などの全ての諸手当の額を合計したものであり、地方公務員給与実

態調査において明らかにされているものである。 

    (3) 表中「平均給与月額（国ベース）」は、国家公務員の平均給与月額には時間外勤務手

当、特殊勤務手当等の手当が含まれていないことから、比較のため国家公務員と同じベ

ースで再計算したものである。 



  （案） 

6 

５ 職員の初任給の状況（平成27年４月１日現在） 

区  分 北上市 国 

一 般 

行政職 

大学卒 174,200円 
（Ⅰ種） 181,200円 

（Ⅱ種） 174,200円 

高校卒 142,100円 142,100円 

技 能 

労務職 

高校卒 144,200円 139,500円 

中学卒 131,500円 131,500円 

  

 

６ 職員の経験年数別・学歴別平均給料月額の状況（平成27年４月１日現在） 

区  分 経験年数10年 経験年数15年 経験年数20年 

一 般 

行政職 

大学卒 263,475円 319,086円 365,000円 

高校卒 209,900円 234,233円 289,250円 

技 能 

労務職 

高校卒 205,167円 263,000円 312,867円 

中学卒 － － － 

 備考 表中「経験年数」とは、職員が職員として同種の職務に在職した年数をいう。なお、卒業

後直ちに採用され、引き続き勤務している職員の経験年数は、採用後の在職年数をいう。 

 

 

７ 昇給への勤務成績への反映状況 

 現在、能力及び業績に基づく人事評価が未実施であるため、昇給区分に差を設けていない。 

 平成18年４月より課長級職員以上を対象に人事評価制度を試行、平成19年４月からは課長補

佐級職員、平成20年４月からは係長級（上席主任を除く）職員まで対象を広げ、平成21年４月

からは全職員に対象を広げたが、現在は人事評価制度について検討するため、評価を行ってい

ない。 
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８ 職員の手当の状況 

(1) 期末手当・勤勉手当 

 

 
 
  

 

 

  

 

 

北  上    市 国 

１人当たり平均支給額（平成26年度） 

      1,221 千円 
― 

（平成26年度支給割合）  

 期末手当      勤勉手当 

   2.60  月分    1.35  月分 

 ( 1.45 )月分  ( 0.65 )月分 

（平成26年度支給割合）          

 期末手当      勤勉手当 

   2.60  月分    1.55  月分 

 ( 1.45 )月分  ( 0.70 )月分 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

 役職加算  ５～15％ 

（加算措置の状況） 

職制上の段階、職務の級等による加算措置              

 役職加算  ５～20％ 

 管理職加算 10～25％ 

 備考 (  )内は、再任用職員に係る支給割合である。 

 

  【参考】勤勉手当への勤務実績の反映状況（一般行政職） 

  現在、能力及び業績に基づく人事評価が未実施であるため、成績率に差を設けず、一律の支

給（64.5／100）を行った。 

 平成18年４月より課長級職員以上を対象に人事評価制度を試行、平成19年４月からは課長補

佐級職員、平成20年４月からは係長級（上席主任を除く）職員まで対象を広げ、平成21年４月

からは全職員に対象を広げたが、現在は人事評価制度について検討するため、評価を行ってい

ない。 

 

 (2) 退職手当（平成27年４月１日現在） 

 

 

 

 

 

 

    

北  上  市 国   

  

  

  

  

  

  

  

  

（支給率）     自己都合    勧奨・定年 

勤続 2 0年         20.445月分   25.55625月分 

勤続 2 5年         29.145月分   34.5825 月分 

勤続 3 5年         41.325月分   49.59  月分 

最高限度額    49.59 月分   49.59  月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

       （２％～45％加算） 

１人当たり平均支給額  877千円  20,082千円 

（支給率）     自己都合    勧奨・定年 

勤続 2 0年         20.445月分   25.55625月分 

勤続 2 5年         29.145月分   34.5825 月分 

勤続 3 5年         41.325月分   49.59  月分 

最高限度額    49.59 月分   49.59  月分 

その他の加算措置 定年前早期退職特例措置 

       （２％～45％加算） 

 備考 退職手当の１人当たり平均支給額は、平成26年度に退職した職員に支給された平均額であ

る。                                                         

 

 (3) 地域手当（平成27年４月１日現在） 

支 給 実 績（平成26年度決算）        0 千円  

 

                  

                  

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算）          0 円 

支給対象地域 支給率 支給対象職員数 国の制度（支給率） 

東京都特別区        20 ％          ０人          20 ％ 
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 (4) 特殊勤務手当（平成27年４月１日現在） 

支給実績（平成26年度決算） 2,804  千円 

支給職員１人当たり平均支給年額（平成26年度決算） 23,763   円 

職員全体に占める手当支給職員の割合（平成26年度） 18.1  ％ 

手当の種類（手当数） ８    

手当の名称 主な支給対象職員 主な支給対象業務 左記職員に対する支給単価 

徴収手当 
財務部収納課の職
員 

市税の滞納整理  月額 2,000円 

防疫作業手当  
感染症患者若しくは感染
症の疑いのある患者の救
護及び防疫作業等 

 １回当たり 300円 

社会福祉業務手当 
保健福祉部福祉課
生活保護係の職員 

生活保護業務  月額 4,000円 

行旅死亡人取扱手当  
行旅死亡人等の収容その
他の措置 

 １回当たり 
勤務時間内 1,500円 
勤務時間外 2,000円 

特殊自動車運転業務手当 運転技師 特殊自動車の運転作業 日額 250円 

社会福祉施設勤務手当 
保育所に勤務する
職員 

 月額 2,000円 

ごみ処理施設作業手当 
生活環境部クリー
ン推進課施設係の
職員 

清掃事業所での点検、修
理、検査等 

日額 300円 

税外収入徴収手当  
諸収入金及び市営住宅家
賃の勤務公署外での徴収 

日額 100円 

 

 (5) 時間外勤務手当 

区  分 支  給  実  績 職員１人当たり平均支給年額 

平成26年度決算 166,666千円 283千円 

平成25年度決算 145,147千円 254千円 

 

(6) その他の手当（平成27年４月１日現在） 

手 当 名 内容及び支給単価 
国の制
度との
異同 

国の制度と 
異なる内容 

支給実績 
（平成26年度決算） 

支給職員１人当た
り平均支給年額 
（平成26年度決算） 

扶養手当      

①配偶者 13,000円 

②配偶者以外 

      6,500円 

16～22歳の子5,000

円加算 

同じ  52,762千円 214,481円 

住居手当      

借家・借間 

支給限度額 

27,000円 

同じ  40,789千円 266,595円 
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通勤手当      

①交通機関（電車・

バス等）の利用者 

限度額 50,000円 

②交通用具（自動車

等）利用者（通勤距

離２km以上の場合） 

距離に応じ2,300円

～24,500円 

異なる 

①限度額 

55,000円 

 

②支給額 

2,000円～ 

31,600円 

37,120千円 79,486円 

管理職手当 

部長 62,800円 

参事 53,800円 

課長 41,600円 

主幹 29,100円 

園長 24,200円 

異なる 

職務の級等に

応じて 

31,700円～ 

139,300円 

32,362千円 497,871円 

休日勤務手当 

「勤務１時間当たり

の給与額×135/100」

の額を支給 

異なる 

勤務１時間当

たりの給与額

の算出方法が

異なる 

1,777千円 15,727円 

寒冷地手当 

①扶養親族のある世

帯主   17,800円 

②その他の世帯主 

10,200円 

③その他  7,360円 

同じ  36,479千円 60,098円 

単身赴任手当 
23,000円＋交通距離

に応じた加算額 
同じ  276千円 23,000円 

宿日直手当 
勤務１回につき 

4,200円 
異なる 

勤務の態様に

よる支給額の

差がない 

1,017千円 4,200円 

管理職員特別
勤務手当 

管理職が臨時又は緊

急の必要により週休

日等に４時間以上勤

務した場合 

部長 8,000円 

課長 6,000円 

園長 4,000円 

（６時間超の場合は

この1.5倍の額） 

異なる 

職務の級等に

応じて 

6,000円～ 

18,000円 

0千円 0円 
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９ 特別職の報酬等の状況（平成27年４月１日現在） 

区   分 給 料 月 額 等                     

給 
料 

市 長 

副市長 

877,000 円 

707,000 円 

報 
酬 

議 長 

副議長 

議 員 

457,000 円 

383,000 円 

351,000 円 

期 
末 
手 
当 

市 長 
副市長 

         （平成26年度支給割合） 
                       2.95 月分 

議 長 
副議長 
議 員 

         （平成26年度支給割合） 
                       2.95 月分 

退 
職 
手 
当 

 
市長 
副市長 

 （算定方式）          （１期の手当額）       （支給時期） 
877,000×42.5 /100×在職月数    17,890,800円               任期毎 

707,000×23.28/100×在職月数     7,900,300円               任期毎 

備考  

 備考 (1) 退職手当の「１期の手当額」は、４月１日現在の給料月額及び支給率に基づき、１

期（４年＝48月）勤めた場合における退職手当の見込額である。 
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第３ 

勤務時間その他の勤務条件の状況 

 

１ 勤務時間の状況（平成27年４月１日現在） 

１週間の 

勤務時間 

勤  務  時  間  の  割  振  り 

始   業 終   業 休憩時間 

38時間45分 午前８時30分 午後５時15分 午後零時から１時間 

 

 

２ 年次休暇の状況（平成26年１月１日～12月31日） 

総付与日数 総使用日数 全期間在職職員数 
１人当たり平均 

取 得 日 数 

20,420日 5,148日 525人 9.6日 

 備考 (1) 「全期間在職職員数」は、当該年の１月１日から12月31日までの全期間在職した

職員の合計とし、当該期間の中途に採用された者及び退職した者並びに当該期間中

に育児休業、分限休職の事由がある職員並びに派遣職員を除く。 

    (2) 「総付与日数」は、当該年の１月１日現在において全期間在職した職員に付与さ

れた日数（前年からの繰越分を含む。）の合計である。 

    (3) 「総使用日数」は、全期間在職した職員の使用した年次休暇の合計である。 

 

 

３ 病気休暇及び介護休暇の状況（平成26年度） 

区     分 規  則 のべ人数 

病 

気 

休 

暇 

公務上又は通勤による負傷若しくは疾病 第12条第１号 ８ 

結核性疾患 第12条第２号 ０ 

上記以外の負傷又は疾病 

３月以内 

第12条第３号 

３１ 

６月以内 ４ 

介 護 休 暇 第20条 ０ 

 備考 (1) 規則：北上市職員の勤務時間、休日及び休暇規則（平成７年北上市規則第10号） 

    (2) 当該年度において同一の者が複数回にわたって病気休暇を取得した場合は、その

数を重複して計上している。 
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４ 育児休業等の取得状況                             （人） 

区           分 男性職員 女性職員 合計 

平成26年度中に新たに育児休業を取得した職員   ０ １９ １９ 

平成25年度から引き続き育児休業を取得している職員   ０ １３ １３ 

合    計   ０ ３２ ３２ 

平成26年度中に新たに部分休業を取得した職員   ０   ０ ０ 

平成25年度から引き続き部分休業を取得している職員   ０   ０  ０ 

合    計   ０   ０  ０ 

平成26年度中に新たに育児短時間勤務を取得した職員   ０   ０  ０ 

平成25年度から引き続き育児短時間勤務を取得している職員   ０   ０  ０ 

合    計   ０   ０  ０ 

 

 

５ 特別休暇の導入状況（平成27年４月１日現在） 

区           分 
規 則 

第13条 
休暇の期間 

選挙権その他公民としての権利を行使する場合 第１号 必要な期間 

裁判員、証人、鑑定人、参考人等として国会、裁判所、地

方公共団体の議会その他官公署へ出頭する場合 
第２号 必要な期間 

予防接種又は健康診断を受ける場合（法令又は任命権者の

定めるところによる場合に限る。） 
第３号 

必要と認められる期

間 

骨髄移植のための骨髄液の提供希望者としてその登録を

実施する者に対して登録の申出を行い、又は骨髄移植の

ため配偶者、父母、子及び兄弟姉妹以外の者に骨髄液を

提供する場合で、当該申出又は提供に伴い必要な検査、

入院等の場合 

第４号 
必要と認められる期

間 

自
発
的
か
つ
報
酬
を
得
な

い
社
会
貢
献
活
動 

相当規模の災害が発生した被災地又はその周辺の

地域における生活関連物資の配布その他の被災者

を支援する活動 

第５号

(ｱ) 

１暦年において５日

以内 

障害者支援施設、特別養護老人ホーム等での市長

が定める活動 
第５号

(ｲ) 

(ｱ)及び(ｲ)に掲げる活動のほか、身体上若しくは

精神上の障害、負傷又は疾病により常態として日

常生活を営むのに支障がある者の介護その他の日

常生活を支援する活動 

第５号

(ｳ) 
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結婚する場合 第６号 
週休日、休日を除く

連続する７日以内 

妊娠に起因する障害（病気休暇に該当する場合を除く） 第７号 10日以内 

妊娠中又は出産後１年以内の女性職員が母子保健法（昭

和40年法律第141号）第10条の保健指導又は同法第13条の

健康診査を受ける場合 

第８号 必要と認める期間 

妊娠中の女性職員の業務が、母体又は胎児の健康保持に

影響があると認められる場合  
第９号 

適宜休息し、又は補

食するために必要な

時間 

妊娠中の女性職員が通勤に利用する交通機関の混雑の程

度が、母体又は胎児の健康保持に影響があると認められ

る場合  

第10号 

勤務時間の始め又は

終わりにおいて、１

日を通じて１時間以

内  

８週間（多胎妊娠の場合にあっては、14週間）以内に出

産する予定である女性職員の場合 
第11号 出産の日まで 

出産した場合 第12号 

出産の日の翌日から8

週間を経過する日ま

で 

生後１年６月に達しない子の保育をする場合 第13号 
１日２回それぞれ１

時間 

小学校卒業までの子を養育する職員が、負傷若しくは疾病

にかかったその子の看護又は疾病の予防のための世話を行

う場合 

第14号 

１暦年において５日

以内（子が２人以上

のときは10日） 

職員の保護する介助の必要な小学校就学前の者が、予防接

種法（昭和23年法律第68号）第３条第１項の予防接種、学

校保健安全法（昭和33年法律第56号）第11条の健康診断又

は母子保健法第12条若しくは第13条の健康診査を受ける場

合 

第15号 
必要と認められる期

間 

日常生活を営むのに支障がある者を介護する場合 第16号 

１暦年において５日

以内（要介護者が２

人以上のときは 10

日） 

生理日の就業が著しく困難な場合 第17号 ２日以内 

職員の妻が出産する場合 第18号 

病院に入院する等の

日から当該出産の日

後２週間を経過する

まで、３日以内 

職員の妻が出産する場合であって、その出産予定日の８週

間（多胎妊娠の場合にあっては14週間）前の日から出産の

日後８週間の期間において、当該出産に係る子又は小学３

年生までの子（配偶者の子を含む。）を養育する職員が、

育児参加をする場合 

第19号 ５日以内 

職員の親族が死亡した場合 第20号 
親族により 

１日～10日以内 
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配偶者、父母又は子の追悼のための特別の行事の場合  第21号 １日以内 

勤続期間が25年に達する職員が、心身の活力の維持及び増

進又は自己研鑚を図る場合 
第22号 

翌２年度内で、週休

日、休日を除く連続

する５日以内 

災害により職員の現住居が滅失又は損壊し、職員が当該住

居の復旧作業等をする場合 
第23号 ７日以内 

災害又は交通機関の事故等により出勤することが著しく困

難である場合 
第24号 

必要と認められる期

間 

災害時において、退勤途上における身体の危険を回避する

ため勤務しないことがやむを得ない場合  
第25号 

必要と認められる期

間 

あらかじめ市長の承認を得て任命権者が定める場合 第26号 市長が承認した期間 

備考 規則：北上市職員の勤務時間、休日及び休暇規則 
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第４ 

分限及び懲戒処分の状況 

 

１ 分限処分の状況（平成26年度）                    （単位：件） 

処  分  事  由 地方公務員法 降任 免職 休職 合計 

勤務実績がよくない場合 第28条第１項第１号 ０ ０  ０ 

心身の故障の場合 
第28条第１項第２号

及び第２項第１号 
０ ０ ８ ８ 

職に必要な適格性を欠く場合 第28条第１項第３号 ０ ０  ０ 

職制、定数の改廃、予算の減

少により廃職、過員を生じた

場合 

第28条第１項第４号 ０ ０  ０ 

刑事事件により起訴された場

合 
第28条第２項第２号   ０ ０ 

合    計  ０ ０ ８ ８ 

 備考 (1) 職員のうち、地方公務員法に基づき分限処分に付された者の状況であり、当該年

度において同一の者が複数回にわたって分限処分に付された場合は、重複して計上

している。 

    (2) ２以上の処分事由により分限処分に付された場合は、主たる処分事由に計上して

いる。 

    (3) 休職に付されている者の休職期間が更新された場合は、その都度計上している。 

 

 

２ 懲戒処分の状況（平成26年度）                    （単位：件） 

 処  分  事  由 地方公務員法 戒告 減給 停職 免職 合計 

法令に違反した場合 第29条第１項第１号 ０ ０ ０ ０ ０ 

職務上の義務に違反し又は職

務を怠った場合 
第29条第１項第２号 ０ ０ ０ ０ ０ 

全体の奉仕者たるにふさわし

くない非行のあった場合 
第29条第１項第３号 ０ ０ １ ０ １ 

合    計 ０ ０ １ ０ １ 

 備考 (1) 職員のうち、地方公務員法に基づき懲戒処分に付された者の状況であり、当該年

度において同一の者が複数回にわたって懲戒処分に付された場合は、その数を重複

して計上している。 

    (2) ２以上の処分事由により懲戒処分に付された場合は、主たる処分事由に計上して

いる。 
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第５ 

服務の状況 

 

１ 職務専念義務免除の状況（平成26年度） 

免   除   事   由 条例・規則 
のべ免 

除件数 

研修を受ける場合 条例第２条第１号 １２ 

厚生に関する計画の実施に参加する場合 条例第２条第２号 ３８ 

規
則
で
定
め
る
場
合
（
条
例
第
２
条
第
３
号
） 

職務に関連ある国又は他の地方公共団体の公務員

としての職を兼ね、その職に属する事務を行う場

合 

規則第２条第１号 ０ 

行政の運営上、特に必要と認められる会社その他

の団体における職を兼ね、その職に属する事務を

行う場合 

規則第２条第２号 ０ 

国又は地方公共団体若しくは会社その他の団体か

ら委嘱を受け、臨時に講演、講義等を行う場合 
規則第２条第３号 １ 

職務に関連ある試験等を受ける場合 規則第２条第４号 ０ 

地方公務員災害補償法（昭和42年法律第121号）第

51条第１項又は第２項の規定による審査請求を

し、地方公務員災害補償基金審査会又は地方公務

員災害補償基金支部審査会からの呼出しに応じて

その審査等に出頭する場合 

規則第２条第５号 ０ 

地方公務員法第46条の規定による勤務条件に関す

る措置の要求をし、岩手県人事委員会からの呼出

しに応じてその審査等に出頭する場合 

規則第２条第６号 ０ 

地方公務員法第49条の２第１項の規定による不利

益処分に関する不服申立てをし、岩手県人事委員

会からの呼出しに応じてその審査等に出頭する場

合 

規則第２条第７号 ０ 

上記以外、任命権者が特に必要と認める場合 規則第２条第８号 ４０ 

合      計 ９１ 

備考 条例：北上市職員の職務に専念する義務の特例条例（平成３年北上市条例第26号） 

規則：北上市職員の職務に専念する義務の特例規則（平成３年北上市規則第24号） 

 

 

２ 営利企業等の従事許可の状況（平成26年度） 

区     分 申請件数 許可件数 

営利企業等の従事許可申請 ０件（０） ０件（０） 

 備考 ( )内は再任用短時間勤務職員をあらわしている。 
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第６ 

研修及び勤務成績の評定の状況 

 

１ 研修の状況（平成26年度） 

研修名称 研修内容 研修対象者 
修了 

者数 

新採用職員研修（前、後期） 地公法､服務、接遇等 新採用職員 ４０ 

一般職員研修基礎Ⅰ 

（研修協議会） 

行政法、民法、公務員倫

理等 
採用後１年以上 ３２ 

一般職員研修基礎Ⅱ 

（研修協議会） 

行政法、政策形成、地方

自治制度 
採用後２年以上 ２９ 

一般職員研修基礎Ⅲ 

（研修協議会） 

ロジカルコミュニケーシ

ョン 
採用後８年以上 １５ 

中堅職員能力向上講座 

（研修協議会） 

政策形成、政策法務、プ

レゼンテーション等 

30歳以上40歳未

満 
２ 

監督者級研修（研修協議会） 仕事と人のマネジメント 新任係長 ３０ 

監督者級選択講座（研修協議会） 
ＯＪＴ、コーチングスキ

ル等 
係長級 ２０ 

管理者級能力開発講座 

（研修協議会） 

管理者としてのマネジメ

ント 
新任課長補佐 １５ 

管理者級研修（研修協議会） 職場のマネジメント 新任課長 ８ 

新規採用職員育成担当者研修 
育成担当者の役割確認、

ＯＪＴの進め方 
担当職員 ３２ 

地域経営推進研修 地域課題解決 
20歳以上30歳未

満 
２ 

多階層研修 
多階層の職員によるワー

クショップ等 
主事～課長 ２８ 

法規事務研修（研修協議会） 法規事務 担当職員 ２ 

人事事務研修（研修協議会） 人事事務 担当職員 １ 

政策形成講座（研修協議会） 政策形成 担当職員 ３ 

政策法務講座（研修協議会） 政策法務 担当職員 ２ 

人事評価研修（研修協議会） 人事評価 担当職員 １ 

広報担当者研修（研修協議会） 広報業務 担当職員 １ 

新任広報担当者研修 

（研修協議会） 
広報業務（新任） 担当職員 １ 

税務事務研修（研修協議会） 税務事務 担当職員 ５ 
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財産管理研修（研修協議会） 財産管理 担当職員 １ 

公営企業事務研修（研修協議会） 公営企業事務 担当職員 ２ 

メンタルヘルス研修 

（研修協議会） 
メンタルヘルス対策 担当職員 ２ 

パソコン研修 

（市町村振興協議会） 
パソコン操作技術の習得 担当職員 ６ 

管理職員のためのメンタルヘルス 

研修（地方公務員災害補償基金） 
メンタルヘルス対策等 担当職員 １１ 

地域公共交通（国土交通省） 地域公共交通 担当職員 １ 

市町村アカデミー 

（地域づくり特別セミナー） 
地域づくり 担当職員 １ 

市町村アカデミー研修 

（議会事務） 
議会事務 担当職員 １ 

市町村アカデミー研修 

（住民税課税事務） 
住民税課税事務 担当職員 １ 

国際文化アカデミー研修 

（自然エネルギー） 
自然エネルギー 担当職員 １ 

国際文化アカデミー研修 

（自殺対策） 
自殺対策 担当職員 １ 

子ども・子育て支援法 子ども・子育て支援法 担当職員 １ 

ケースワーカー研修 ケースワーカー 担当職員 １ 

都市計画研修（全建センター） 都市計画 担当職員 １ 

 

 

２ 勤務成績に関する制度の概要（平成26年度） 

勤務成績証明者 証明する事項 講ずる措置 

その職務について監督する

地位にある者 

現に受けている号給を受けるに至った時か

ら12箇月を下らない期間を良好な成績で勤

務したかどうか 

４号昇給 
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第７ 

福祉及び利益の保護の状況 

 

１ 厚生制度の状況（平成26年度） 

区  分 内  容 
実   施   状   況 

対象者(人) 受診者(人) 受診率(％) 

職員の保健に関 

すること 

胃部検診 ３４３ ３１１ ９０．７ 

生活習慣病予防検診 ６１０ ６０１ ９８．５ 

胸部検診 ６１５ ５９９ ９７．４ 

大腸がん検診 ３８７ ３５８ ９２．５ 

Ｂ・Ｃ型肝炎検診 １２６ １１４ ９０．５ 

前立腺がん検診 ６８ ６８ １００．０ 

ＶＤＴ検診 １５ １４ ９３．３ 

乳がん検診 １３４ １３０ ９７．０ 

子宮がん検診 ２３８ ２１５ ９０．３ 

人間ドック －  ６ －  

長時間労働者に対する

面接指導 
－  １３ －  

その他厚生に関 

すること 

厚生施設委託事業 

（実施：職員互助会) 
本庁舎食堂及び売店の委託 

 備考 地方公務員法第42条の規定に基づく職員の厚生制度の状況である。 

 

 

２ 公務災害補償の状況 

(1) 公務災害（平成26年度） 

前年度末現在 

未処理件数 
受理件数 

認 定 件 数 
取り下げ件数 

年度末 

未処理件数 公 務 上 公 務 外 

０ １ １ ０ ０ ０ 

 備考 地方公務員災害補償法（昭和42年法律第1 2 1号）に基づく職員の公務災害補償の状況であ

る（ (2)において同じ。）。 

(2) 通勤災害（平成26年度） 

前年度末現在 

未処理件数 
受理件数 

認 定 件 数 
取り下げ件数 

年度末 

未処理件数 公 務 上 公 務 外 

０ １ １ ０ ０ ０ 
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第８ 

職員の勤務条件に関する措置の要求の状況 

 

平成25年度末係属件数 平成26年度中の新規要求件数 平成26年度末係属件数 

０件 ０件 ０件 

 

 

第９ 

職員に対する不利益な処分についての不服申立ての状況 

平成25年度末係属件数 平成26年度中の新規要求件数 平成26年度係属件数 

０件 ０件 ０件 

 


